
 2023年10月のインボイス制度スタートま

で、あと２年となりました。いよいよ10月か

ら登録番号の申請受付を開始！課税事業者も免

税事業者も影響を受ける大改正の中身とは？ 

インボイス制度の準備を始めよう！登録申請開始へ！ 
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税率はそのままなのに増税？ 

インボイス制度はどこが難しい？

あと２年で準備しておくべきことは 
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インボイス導入の背景 

●申告事務の適正化がねらい！ 

 消費税は、売上消費税（相手から預かった消

費税）から仕入消費税（自社が負担した消費

税）を差し引いて申告納税します。 

 2019年10月の税率引上げ後に、軽減8％、

10％、場合によっては5％と複数税率が混在す

るため、間違えずに計算する根拠として“イン

ボイス”の導入が決まりました。  

●免税事業者の益税は解消へ 

 現行制度では、上図の“生産者”が免

税事業者でも、“販売店”は課税仕入を計上で

き、結果、差額の消費税300円を納税します。

一方“生産者”が預かった300円は、納税され

ずに手元に残る問題（＝益税）がありました。 

インボイス制度になると、免税事業者からの

仕入れは仕入税額控除できず、“販売店”は

600円納税せざるを得なくなります。 

益税問題はこれでほぼ解消できることに…。 

改正点はつぎの３つ。 

 消費税は従来“取引内容をもとに課税の有無

と税率を判断する”という考え方でしたが、こ

れに“誰が行った取引なのか”を組み合わせ、

納税申告させるのがインボイス制度です。 

●インボイス制度とは？ 

消費税の申告納税の仕組み 

 現行制度は「区分記載請求書」を保存し、そ

れをもとに仕入消費税を計上するというもの。

ただ特例が多く、そのおかげで請求書が保存で

きていなくても現場は回っていました。 

●保存もれで負担が増える！？ 

◆「適格請求書等＝インボイス」の発行

現行の「区分記載請求書」に3項目を追加。

◆インボイス発行事業者登録（番号取得）申請

課税事業者は、インボイスの発行と保存義務。

◆インボイス受領者（買い手）

もれのない保存で、仕入税額控除がOKに！
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あと２年で準備すること！ 

 10月１日から“登録番号”の申請がｽﾀｰﾄ。

税務署へ届出の提出が必要で、e-Taxなら２週

●インボイスの発行準備 

 下表中、赤字の①登録番号、④適用税率、⑤

の税率ごとの消費税額等が新たに追加が必要な

項目。税額や端数処理の条件も含め、正式なイ

ンボイスを発行できるよう準備が必要です。

現在利用中のPOSﾚｼﾞ、販売管理ｼｽﾃﾑ、請求

書発行ｼｽﾃﾑ等がいつからどう対応できるのか、

ｺｽﾄも含めて確認しておきましょう。

新たにｼｽﾃﾑ導入するなら、IT導入補助金等の

活用も含めた検討がオススメ！ 

●登録番号と社名は、国税庁HPで公表

登録番号はＴ＋法人番号（13桁）で、ＨＰ上

で公表されます。受け取った書類が正式なインボ

イスかは、ＨＰで確認できます。

＜公表される情報＞

法人：名称＋登録番号＋登録年月日＋本店所在地

個人：氏名＋登録番号＋登録年月日

インボイスは7年間保存が必要。もれなく保

存できるよう、今から社内の書類保存体制を見

直しておきたいところです。 

 この際、ﾚｼｰﾄや請求書をｽｷｬﾅ保存へ

切り替えるという選択肢もあるかも。 

◆ｶｰﾄﾞ決済した経費のﾚｼｰﾄ：ｶｰﾄﾞの利用明細は

インボイスになりませんので、ご注意を！

◆通販ｻｲﾄでの購入：ﾒｰﾙ通知がインボイスとな

る場合もあり、注意が必要。

◆社員の経費精算：ﾚｼｰﾄの提出もれが出ないよ

う、社員教育も必要に。

 これまでは、ﾚｼｰﾄを紛失しても３万円

未満の取引なら、内容から課税の有無や

税率を判断して、帳簿記載して課税仕入

れを計上できました。 

インボイス制度では、特例はすべて廃止。イ

ンボイスを紛失すると、消費税を控除できず、

その分税負担が増えてしまうことに…。

★請求書に8％軽減税率分の記載もれがあって
も、支払い側で追記・修正OK！

★請求書を入手できないやむを得ない理由があれ
ば、帳簿記載と保存で課税仕入れを認める。

★3万円未満の課税取引は、一定事項を記載した
帳簿の保存のみで課税仕入を認める。

＜便利な特例はすべて廃止に＞ 

●登録番号申請はお早めに！ 

①発行者名と登録番号

②取引年月日

③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④税率ごとに区分した対価の額と適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥相手先名（小売業、飲食店業、ﾀｸｼｰ業は不要）

＜インボイスに記載が必要な項目＞ 

◆インボイスは請求書に限らない！

小売り、飲食などでは領収書やﾚｼｰﾄ、ﾒｰｶｰなど

では、納品書がインボイスとなる場合も。 

●保存が不要なケースは限定的！ 

◆質屋や中古車ﾃﾞｨｰﾗｰ、不動産会社など

主に個人から仕入れる業種は、インボイスが

なくても、これまでどおり仕入税額控除できま

す（業種は法律で限定）。 

◆インボイスが発行されない支払は？

3万円未満の公共交通機関での支払い、自販

機での支払い等、郵便局での切手購入、銀行

ATMの手数料ではｲﾝﾎﾞｲｽは発行されません。

◆社員への支給経費

通勤手当、出張旅費、日当等

間程度、郵送でも1ヵ月程度で番号が通知され

ます。早めに申請しても、効力が生じるのは

2023年10月から。遅くとも2023年の3月末

までに申請しないと、10月1日からインボイス

の発行ができません。ご注意を！ 

 ちなみに、課税事業者でも脱税などの罰金刑

を受けると、一定期間登録を受けられません。 

●インボイスの保存体制は？ 
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●取引先に免税事業者がいる場合 

 登録申請書を提出してもすぐに課税事業者に

なるわけではなく、2023年10月１日から課

税事業者扱いされます。つまり、初年度は3ヵ

月分の申告（個人事業主や12月決算法人）に

（特例で、課税事業者選択届は不要）。  

 2023年末までに届け出れば、こちらも特例

で、簡易課税制度をその年から利用できます。 

 仕入先や外注先に免税事業者があると、消費

税の納税負担は増えます。同質同額の取引な

ら、課税事業者との取引が確実に有利に。 

 どの取引先が免税事業者なのか、課税事業者

になる予定の有無なども確認し、今後の取引の

方向性を検討する必要がありそうです。 

●課税事業者になる場合の流れ 

免税事業者への影響 

 免税事業者は、現状維持か課税事業者

になるか悩みどころ。個人相手の事業なら現状

維持でも良さそうですが、取引先次第では課税

事業者を選択するﾒﾘｯﾄが大きい可能性も。 

 もし免税事業者を継続されるなら、消費税分

の値引き要請リスクは頭に入れておいた方が良

さそうです。  

 免税事業者を継続 課税事業者を選択 

タ
イ
プ 

・個⼈客が中⼼ 
・取引先も免税事業者 
 が多い 
・競合相⼿が少ない 
・規模拡⼤できない 

・取引先は⼤⼿や法⼈ 
 が中⼼ 
・事業拡⼤したい 
・規模拡⼤の余地あり 

メ
リ
ッ
ト 

・今の年収を維持でき 
 る可能性 
・従来の帳簿処理です 
 む 

・取引を切られずに、 
 安定する可能性 
・年収5,000万円以下 
 なら簡易課税の余地 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・取引停⽌リスク 
・消費税分値引き要請 
 リスク（その分利益 
 が減少） 
・課税事業者との競合 
 で負けるリスク 

・消費税の納税義務が 
 ⽣じる分相当の、⼿ 
 取りの減少リスク 
・記帳が複雑になり、 
 申告も必要に 

●ご自身が免税事業者の方！ 

項  ⽬ 免税事業者 課税事業者 
売上⾼（税抜き）① 10,000 10,000 
外注費（税抜き）② -5,500 -5,000 
利益③（①-②） 4,500 5,000 
A︓法⼈税等（③×30％） 1,350 1,500 

売上消費税④（①×10％） 1,000 1,000 

仕⼊消費税⑤（②×10％） 0 -500 

B︓納付消費税（④-⑤） 1,000 500 

税負担（A+B） 2,350 2,000 

免税事業者との取引のｷｬｯｼｭﾌﾛｰへの影響 

 受け取ったインボイスに誤りがあっても、修

正や追記は禁止。原則、相手に再発行を依頼し

ます。ただし、買手が仕入明細書を作成し、売

手の確認を得れば、その書類でもOK！ 

 いずれにしても事務負担は増えそうです。 

●内容に間違いを見つけても… 

●書類データの保存体制の見直しを

 来年１月からの電子取引デ－タの電子保存義

務化で、電子取引データの保存方法の見直しが

迫られます。また、書類で受け取る請求書や領

収書をスキャナ保存に切り替え、全ての書類を

電子化して保存する企業も増える見込みです。 

 いずれにしても、インボイス制度開始まで

に、“インボイスを含めた書類とデータ”を、

効率的にもれなく保存で

きるよう、社内体制を見

直していく必要がありま

しょう。 

◆免税事業者との取引の経過措置 

 改正後6年間は、免税事業者への支払額の一部

を仕入税額控除できます。2023年10月から3年

間は80％、その後３年間が50％が控除対象に。 

＜事業タイプ別の選択肢＞ 

 取引先が免税事業者だと350も負担増に！ 



   ⼀つでもチェックが⼊れば、
あなたの会社も電⼦保存が必要︕

カテゴリ ✔欄

□ 電⼦メールにファイル添付で発⾏する請求書

□ 請求書発⾏システム利⽤で、特定のURLからダウンロードする請求書

□ EDIシステム（企業間の取引⽤サイト）内でダウンロードする請求書

□ FAXで受信する請求書データ（毎⽉データ保存している場合）

□ HP（ホームページ）上で、PDF保存した利⽤明細

□ HPからCSVでダウンロードした利⽤明細

通販取引 □ 通販サイトからの購⼊通知メール、ダウンロードする利⽤明細

□ 通信費や宅配運賃などのWEB利⽤明細

□ 電気料⾦、ガス料⾦、⽔道料⾦などのWEB利⽤明細

□ e-Taxで納付した源泉所得税や法⼈税、消費税

□ eLTAXで納付した特別徴収住⺠税、法⼈事業税等

社員の経費精算 □ スマホアプリ決済の場合の領収書データ等

預  ⾦ □ ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの取引明細（通帳記帳しない⼝座やﾈｯﾄ専業銀⾏の預⾦）

証券取引 □ 取引報告書や契約締結前書⾯などの電⼦交付書⾯

電⼦契約 □ 電⼦契約システムで授受した各種契約書

⼝座振替︓
 各種経費

⼝座振替︓
 各種税⾦

※請求書等は、受領分だけでなく、⾃社が電⼦的に発⾏するものも「電⼦保存」の対象です。

社内の電⼦取引を棚卸ししよう︕
2022年1⽉1⽇から、電⼦取引データは印刷せず「電⼦的に保存」が義務づけられまし
た。たとえば、メール添付で受け取った請求書も、”法律で決められた形式や条件”
（ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ8⽉号参照）で「電⼦データとしての保存」が必要です。

◆電⼦取引チェックリスト◆

説     明

請求書
（⾒積書、納品
書等）※

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
交通系ICｶｰﾄﾞ

⼤改正︕

Q︓電⼦保存せずに、これまでどおり”印刷保存”していたらどうなる︖
A︓書類保存しても原本と認められず、帳簿書類が不⾜している扱いとなり、

最悪の場合、『⻘⾊申告の取り消し』リスクがあります︕

EIWA Consulting, Inc.




